
「診断しが」平成 24 年秋号 No.30 平成 24 年 11 月 1 日発行（年間 2 回発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診 断 し が 

平成 2４年 秋
一般社団法人 滋賀県中小企業診断士協会



 

目次 

会長挨拶        １ページ 

法律改正情報         ３ページ 

  理論研修報告       ５ページ 

    新しい中小企業施策について      ５ページ 

    BCP 策定による中小企業の事業継続   １１ページ 

    「第 6 次産業化支援」事例研究   １５ページ 

  会員事例研究       １９ページ 

  会員サービス強化委員会活動報告    ２４ページ 

  2012 年第 3 回 実務従事事業計画(11 月コース) ２５ページ 

  企画広報委員会報告      ２６ページ 

  研究部会報告       ２７ページ 

  会員紹介       ２８ページ 

  新入会員紹介       ２９ページ 

  中小企業経営診断シンポジウムのご案内   ３２ページ 

  中小企業支援機関、各種団体、企業、行政の皆様へ ３３ページ 

  無料経営相談窓口      ３４ページ 

  事務局から、ひと言      ３４ページ 

※表紙の写真：滋賀県提供



 1

 
 

一般社団法人 滋賀県中小企業診断士協会 

                     会長  大 谷 武 重 

 

 

 

     経営環境が変動する今、組織の強化を！ 

 
 
 昨今、中小企業をとりまく経営環境は大変革の時期にあります。国内外とも政治経済は変動

の中にあり、中小企業がゴーイング・コンサーン（継続企業）を目指すには経営組織の強化を

図ることが今日的課題であると考えます。 

 

中小企業の組織強化の主な方策 

 

１．経営理念、経営方針を内外に周知し、組織目標を明確にする。 

２．経営革新計画に取組み、売上、利益および付加価値の向上を図る経営を志向する。 

３．自社の強みと弱みを把握し、外部環境の機会と脅威をとらえて、強みと機会を活かし、弱

みと脅威を克服する組織戦略で臨む。 

４．組織風土を風通し（意思疎通）の良いものとし、従業員が働きやすい職場をつくる。 

５．現場の従業員の意見を尊重し、顧客の声を反映できる組織にする。 

６．ＯＪＴやＯＦＦＪＴの教育訓練にて人材を育成する。 

７．自然災害や売掛回収不能などのリスクに対処し組織継続を図るため、平常時からリスクマ

ネジメントに取り組む。 

８．増資や利益の内部留保により自己資本を充実し、景気変動や不況に強い組織とする。 

９．組織強化につながる合併、Ｍ＆Ａや提携などの組織再編を検討する。 

１０．経営環境の変動に対応するため、トップダウンによりミドルの意識改革を図り、ロワー

に至るまで目的指向に基づいて行動する業務分担と責任・権限を明確にした組織構造に見

直す。 

１１．経営者の独断組織にならないよう、右腕となる幹部の意見を聞き、必要ならば外部の中

小企業診断士等に相談する。 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 
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当協会の組織強化 

 

当協会は、今年４月に、一般社団法人 滋賀県中小企業診断士協会を設立し、独立法人とな

りました。中小企業が成長できる組織活動強化のために新規会員募集のご案内を行っています。

多数の皆様のご入会とご活躍に期待いたします。 

 

１．中小企業診断士の皆様へ「正会員」入会のお誘い 

  滋賀県の中小企業診断士は１８０名ほどですが、当協会の正会員は６０名で組織率は３

３％です。今春、一般社団法人滋賀県中小企業診断士協会を設立し、各都道府県も同様に独

立組織となりました。従来の（社）中小企業診断協会本部（東京）と全国の連合会組織に移

行し、ネットワーク力を発揮しています。独立法人の力を発揮し、滋賀県の経済振興に寄与

したいと願っていますので、一緒に研鑽し、活動いただける方のご入会をお待ちしています。 

ご入会特典として、関心の高い中小企業の実務従事機会を数回提供し、資格更新要件であ

る実務従事ポイントの獲得が得やすくなっています。また、６つの専門分野研究会、シガネ

ット勉強会などの研鑽の場を設けたり、月刊誌「企業診断ニュース」の配布などにより、会

員交流と診断能力の向上に努めています。また、経営診断・助言、経営相談、セミナー講師

などの業務斡旋を行っています。（入会金 30,000 円、年会費 42,000 円）。 

 

２．中小企業の経営者様へ「賛助会員」入会のお願い 

  新法人となり、当協会の活動を中小企業に一層広げるため、賛助会員の入会ご案内を行っ

ています。県内中小企業の皆様と中小企業診断士がともに歩ませていただき、中小企業の発

展を図り、地域経済の振興に寄与したいと願っています。 

  ご入会特典として、無料窓口経営相談、シガネット研究会などの勉強会の参加案内、経営

情報・経済情報・税制や法律改正などの情報提供や経営診断・助言を実費で実施します。（年

会費 10,000 円）。 
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滋賀県中小企業診断士協会 会長 大谷 武重 

 

「中小企業経営力強化支援法」（中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中

小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律）が、８月３０日に施行

されました。 

 

法律の概要 

 中小企業の経営力の強化を図るため 

① 既存の中小企業支援者（商工会、商工会議所、中小企業診断士等）、金融機関、税理士・

税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者を認定し、中小企業基盤整備機構によるソフ

ト支援などその活動を後押しするための措置を講ずるとともに 

② ものづくり産業のみならず、高付加価値型産業（クールジャパンとしての地域産業資源、

農業、コンテンツ産業等）も世界に発信可能な潜在力を有する中で、中小企業の海外展開

を促進するため、日本政策金融公庫及び日本貿易保険を活用した中小企業の海外子会社の

資金調達を円滑化するための措置を講じる。 

 

中小企業の皆様へ 

１．中小企業経営力強化支援法による認定支援機関の措置を通じ、中小企業に対し「チ 

ーム」として専門性の高い支援を行うための体制が整備される。経営の診断、事業計 

画の策定及び実施に係る指導・助言、中小企業基盤整備機構による専門家派遣及び信 

用保証料の減額、等である。 

２．新連携事業、地域産業資源活用事業、農商工等連携事業の認定及び経営革新計画の承 

認の対象に新たに外国関係法人等と共同して行う事業計画が追加された。それに伴い、 

中小企業の海外展開を促進するため、日本政策金融公庫等による中小企業の海外子会 

社等への資金調達を円滑化するための支援等が追加された。 

 （１）現地子会社の資金調達支援 

    日本政策金融公庫の債務保証業務（長期融資）、日本貿易保険の保険業務（短期融 

資）を通じ、現地通貨建ての資金調達の円滑化が図られる。 

 （２）海外展開のための国内における資金調達支援 

    中小企業信用保険の限度額を増額し、中小企業における海外直接投資事業に要す 

る資金調達が支援される。 

   いずれも上記の認定・経営革新計画の承認を受けた事業計画に係るものに限られる。 

   事業の詳細についてのお問い合わせは、近畿経済産業局創業・経営支援課、中小企 

業庁新事業促進課、滋賀県商工観光労働部商業振興課（経営革新計画のみ）。 

 

 

 

法律改正情報 
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中小企業診断士の皆様へ 

経営革新等支援機関の具体的な認定基準 

１． 税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること 

経営革新等支援機関候補になり得る者は、士業法や個別業法において、税務、金融及び

企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有すること、

又は経営革新計画等の策定に際し、主たる支援者として関与した後、当該計画の認定を

３件以上受けていること、又は同等以上の能力（中小企業基盤整備機構の研修を受講し、

試験に合格）を有していること。 

２． 専門的見地から財務内容等の経営状況の分析等の指導及び助言に一定程度の実務経験

を有すること 

経営革新等支援業務に係る１年以上の実務経験を含む３年以上の中小企業に対する支援

に関し実務経験を有していること、又は同等以上の能力（中小企業基盤整備機構の研修

を受講し、試験に合格）を有していること。 

３． 長期かつ継続的に支援業務を実施するための実施体制を有すること 

支援業務を実施するために必要な組織体制（管理組織や人員配置等）や事業基盤（財務

状況の健全性や窓口となる拠点等）を有していること。なお、個人の場合、事業基盤を

有していること 等 

 ４．欠格条項 

破産者、暴力団員等 

 

認定を受けることによる効果 

 1．支援ネットワークの構築 

  （１）既存の中小企業支援者に加え、金融機関、税理士法人等の支援事業を行う者を 

認定することで、支援の担い手の多様化・活性化を図るとともに、知識や経験 

のある専門家を活用し、中小企業に対しチームとして専門性の高い支援を行う 

ための体制を構築。 

  （２）地域全体における中小企業に対する支援機能の質が更に高まり、地域の中小企 

業に対する支援の輪が一層広がることを期待。 

 ２．認定支援機関等への支援措置 

  （１）技術、知財管理、海外展開等をはじめ様々な分野について、メーカーや商社等 

の企業実務経験者の専門家を中小企業基盤整備機構から派遣。 

  （２）ＮＰＯ法人等について、中小企業信用保険法の特例措置（中小企業者みな     

し）を講ずる。 

 

認定申請手続き 

１． 申請先 

近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課へ窓口申請又は簡易書留等郵送申請。 

２． 申請書等 

９月から受付中、申請書等詳しくは近畿経済産業局ＨP をご覧ください。 
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平成 24 年 8 月４日、コラボ滋賀２１にて、中小企業診断士理論政策更新研修会が実施さ

れました。それぞれの講義で使用されたパワーポイントを冒頭の部分のみ掲載させていただ

きます。紙面の都合上全てを掲載できないことご容赦ください。 

 

１．新しい中小企業施策について（滋賀県商工観光労働部商業振興課 参事 川村好典 様） 

 

 

 

理論研修報告 
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２．BCP 策定による中小企業の事業継続（滋賀県中小企業診断士協会 玉木 幸夫） 
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３．「第 6 次産業化支援」事例研究（滋賀県中小企業診断士協会 西堀 克則） 
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地元の食材を活用した飲食店の創業について（事例紹介） 

中小企業診断士 

鐘井 輝 

田畑一佳 

～有限会社「花農場あわの」の例から～ 

 

はじめに． 

「有限会社花農場あわの」は、農家の女性の自立を目指してドライフラワー作りで集った 8

人が、フレンチのシェフに師事して、ハーブ園とレストランをオープンさせた企業である。大

反対の家族をプレゼンと試食で納得させ、年間 3 万人が訪れる店にまで成長させた。本事例を

通して、今回の論文のテーマである「地元の食材を活用した飲食店の創業」について実例にて

説明する。 

 

Ⅰ．創業支援に関する総論 

 

１．創業の機会が生まれる環境 

    創業の機会には、政治的、経済的、社会的、技術的といった環境上のチャンスが必要

となる。「花農場あわの」でも、創業の環境が整っていた。 

 

そもそもの始まりは、粟野町「生活改善グループ」という農家のお母さんたちのグ

ループで彼女たちが出会ったことでした。「生活改善グループ」は、戦後、全国の農

村や漁村の生活改善・女性の地位向上・自立支援などを目的に、農林水産省が中心と

なって組織したもので、現在も地域女性の交流や自立支援の場として機能しています。

若林さんたちは、ここで 20 年ほど前からドライフラワー作りを行い、販売や講習会

を開催していました。ハーブを使ったドライフラワー作りをしているうちに、ハーブ

園をつくれないだろうか、ハーブを使った料理を出すレストランを開けないだろうか

と考えるようになりました。 

 

２．ビジネスプランの策定 

ビジネスプランとは、企業の進むべき方向、成長の速度、到達の方法など、企業の将

来についてまとめたものである。将来の事業構想を企業戦略、資金調達等の命題を折込

み、論理的に体系化し、企業の現況と展望を分かり易く作り上げる必要がある。 

 

家族が誰よりも反対しました。だから、いよいよオープンするという 1 ヶ月前に、

8 家族を集めてプレゼンテーションを行ったんです。１年間の売り上げは、ドライフ

会員事例研究 
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ラワーでこのくらい、ハーブの苗販売でこのくらい、レストランでこのくらい…とい

うように。レストランのお客様は年間で１万人くらい来ていただける見込みですよっ

て。8 人の家族が、おじいちゃんから子どもまで 60 人くらい来たでしょうか。そし

て、みんなが、『おいしかった。これなら大丈夫だろう』と言ってくれました」 

 

① 事業の概要 

本物の素材を使用したレストランとハーブ園。 

 

② 事業目的・ビジョン 

・大好きな花とハーブを生かしたレストランをつくりたい 

・20 年ほど前からドライフラワーを生産・販売していて、ハーブを扱っていたので、

ハーブを食に活かせないかと思ったのがきっかけ。都会の人に本当の野菜のおいし

さと、田舎の心地よさを感じてほしいという思い。 

 

③ ターゲット市場（ニーズと市場規模） 

・採れたての新鮮な野菜とハーブでつくるフレンチとイタリアンをベースにしたおい

しい料理の数々を食べたいと考えている人。特に、県内（栃木）以外に、東京、埼

玉、千葉も含めた都会に住む家族連れ。 

 

④ 販売する製品又はサービス 

・採れたての新鮮な野菜とハーブでつくるフレンチとイタリアンをベースにしたおい

しい料理 

 

⑤ 研究開発 

・東京の有名店でシェフを務めた音羽シェフに師事し、１年間、交代で音羽シェフの

もとへ通った。農繁期には家業の畑仕事を手伝いながら、午後はレストランで修行

した。 

 

⑥ 資金調達計画 

・資金調達は大きな課題でした。まず、建物を建てるお金がありません。そこで、当

時の粟野町による「ふるさとルネッサンス推進事業」の補助金を利用しました。生

活改善グループとしての過去の実績を認めてもらい、4000 万円の補助金を得たの

です。 

・この資金はレストランの建設でなくなってしまう金額でした。ほかに、厨房設備や

運転資金が必要だったので、農協の農業近代化資金からさらに 2000 万円を借りま

した。 

・「でも、そんなに簡単には借りられなくて、最初は、『女性の仲良しグループにお金

は貸せない』と言われたのです。特に地方では、女性が起業することに対して、ま

だまだ偏見もありますし」そこで若林さんは、県の農林課と町役場に行って、また
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もや直談判。「当時の町長さんは農業とそれに関わる産業の普及を細やかに見てく

ださる方でしたので、相談にのってくれました。『仲良しグループではダメ』と言

われたのは、つまり個人では責任を負えないという理由だったんですね。それで、

法人化したのです」。 

・当時、有限会社の資本金は、最低 300 万円。これを 8 人でほぼ均等に割って出資

しました。 

 

⑦ 経営チーム 

・女性ばかり 8 人が欠けることなく、ここまで続けてこられたのもすごいことです。 

・「ケンカしたこともありますよ。でも翌日にはみんなケロッとしています。私とも

う一人が一番年上ですが、一番年下の人とは 12 歳ほど離れていて、年齢がバラバ

ラなのがいいのかもしれません。それぞれの持ち場があることと、不公平にならな

い仕事のローテーション、毎日欠かさないミーティング、経理も持ち回りで担当し

て全員が経営状況を理解することも大切です」 

 

Ⅱ．このテーマにおける経営戦略上のポイント 

   経営戦略として、まずは全体戦略が必要となる。全体戦略は、「誰に」「何を」「どのよう

に」の視点で構築する。個別の戦略は全てこの全体戦略に従う。財務や人事等の戦略も重

要ではあるが、「地元の食材を活用した飲食店」というテーマから、立地、店舗、商品、販

売、販売促進、仕入れが戦略上の重要なポイントとなる。この６項目に絞って説明する。 

 

１．立地戦略 

ターゲット商圏、競合、インフラ（鉄道、道路）等を考慮する。競合を避けるブルーオ

ーシャン戦略が基本となる。 

 

栃木県の風光明媚な里山と花畑のなかにポツンと立地しています。近隣には大きな

競合となる施設もなく、駐車場は 40 台完備しています。 

 

２．店舗戦略 

店舗をデザインするにあたり、最も重要なことは、自社のブランドに合致した店構え

にすることである。 

 

レストランとハーブ園をつくるのために借りた敷地 1 万 1 千平方メートルは、元は

コンニャク畑でしたが、放置されて笹だらけになっていました。音羽さんのところへ

通いながら、この土地をハーブなどが育てられるように 8 人で開墾しましたが、それ

は大変な作業でした。でもそんな苦労が嘘のように、いまは、1000 株のラベンダー

をはじめ、200 種類のハーブや草花が育ち、100 本のブルーベリーの木がたわわに実

をつけ、訪れる人を楽しませています。 
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３．商品戦略 

   いくら素晴らしい場所に素晴らしい店舗を構えても、味に特徴が無ければリピーターは

増えず、逆に「あの店はまずい」という悪い口コミが広がり、客足が遠のいてしまう可

能性もある。飲食店においては、味が一番の重要な要素となる。 

 

栃木県宇都宮市出身で、フランスやドイツなどのレストランで 7 年間修行し、東京

の有名店でシェフを務めた音羽シェフに師事し、１年間、交代で音羽シェフのもとへ

通いました。農繁期には家業の畑仕事を手伝いながら、午後はレストランで修行。時

には、午後６時から深夜まで教えてもらうこともあったといいます。厨房に立ち、レ

ストランとしてのサービスのノウハウも同時に学びました。さらに、8 人の女性たち

は、確固たる信念を持っていました。「お客様に本物の味を知って欲しかったのです。

結局、人間は食べることが基本。その基本である食に、農薬を使っていない、添加物

も保存料も使ってないから、おいしくてしかも安心。食べてもらえば、きっとわかっ

てくれると思っていました」 

 

４．販売戦略 

   飲食店においては、店舗における接客や料理に対する思い入れが重要なポイントとなる。 

 

そしてなによりも、お客様を裏切らないことが大事だと若林さん。「わざわざ来る

お客様がほとんどなので、私たちも一つひとつ真心を込めて料理しています。みなさ

んゆっくりと食事されますね。庭を見たり、ハーブ摘みなどもして、楽しんで帰って

いかれます。もちろん、いまでも毎月１回、音羽シェフを訪ねて指導していただいて

います。クオリティを確認することと、季節毎に新しいものを提供しなくてはいけま

せんから」 

「何事も体当たりだったわけですが、オープンの時は大変でした。当初は、多いと

きは 1 日 300 人近くのお客様が来店しましたから、こっちも対応しきれません。お

客様に怒られ通しでした」そして、1 年を過ぎた時には目標の倍の 2 万人、いまでは、

年間 3 万人を超えるお客様が訪れる店になりました。  

 

５．販売促進戦略 

プロモーション戦略としては、まずは認知していただき、そしてリピーターとなってい

ただくことが重要となる。 

 

ドライフラワーの販売については、講習会、デパートや店舗などへ直接売り込みに

歩きました。レストランについては、地元のテレビ局、ラジオ局、新聞社などに宣伝

に行くことで、お客様に知ってもらえるよう努力しました。ニュースの背景で、レス

トランの花畑の映像が流れた時は、問い合わせの電話が鳴りっぱなしだったといいま

す。また、一度来たお客様にリピーターになっていただくためには、レストランのメ
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ニューなどは、プロの味を出すことが大事です。そのためにも、最初からプロの信頼

できるシェフに師事することを決めたのは正解でした。 

 

６．仕入れ戦略 

本テーマでの創業では、地元の食材を使用することが出来るか、そしてそれを活かす

ことができるかどうかが一番のキーポイントとなる。 

  

「粟野町生活改善グループ」のメンバーが、自分たちが育てた自家用の無農薬野菜

を持ち寄っています。料理を教えてくれた音羽シェフも、素材を見極め、その味を十

分に引き出す料理をします。素材の作り手でもある農家の女性だからこそ、本物の味

は食べた人を満足させることを心底わかっていたということなのでしょう。 

 

参考文献：わたしと起業.com 

     http://www.watashi-kigyou.com/ 

 

（以上） 
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今年も会員サービス強化の一貫として、中小企業診断士の更新に必要な実務ポイントを

取得するための実務実習を行ないました。 

事業別調査計画 
岡亭 

調査予定日 

7/22～ 7/23～ 8/1～ 9/1～ 9 下旬

３日程度実施 
 

班

名 
メイン料理 調査内容 調査 

予定日 
調査員 指導員統括 

鐘井・山本 

 
Ａ 
 
 

中華系 商圏調査 
地理的・時間的範囲 

人口・世帯・住居・所得・

産業など 

競合店調査 
 
参考企業調査 
 

 杉山覚 
長澤敬 
芝田正美 

玉木 
下村 

 
Ｂ 

 

洋食系 商圏調査 
地理的・時間的範囲 

人口・世帯・住居・所得・

産業など 

競合店調査 
 
参考企業調査 
 

 野々山寛 
八木善弘 
西村剛史 

土山 
中村 

 
Ｃ 

和食系 商圏調査 
地理的・時間的範囲 

人口・世帯・住居・所得・

産業など 

競合施設調査 
参考企業調査 

 田中 実 
池 田 健 一

郎 
北村秀一 
 

松田 
鐘井 

会員サービス強化委員会活動報告 

委員 山本善通、下村裕彦、松田智之、玉木幸夫、土山嘉雄、鐘井輝
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１１月度からの実務従事事業を以下のように計画し、実施する予定にしております。 

 

（1）コース名  個別診断実務（木之本） 

 

（2）日  程  平成２４年１１月４日～平成２５年１月（詳細は下記のとおり） 

 

（3）実施場所  滋賀県長浜市木之本町 

 

（4）実施概要 

長浜市木之本地域商店及び商業集積の調査・分析、提言 

（営業実態調査・分析、参考事例調査・分析、営業形態・観光客対応の品揃え・サービス・

販売促進策、不足業種、きのもと交遊館・おかん等活用高度化の提言） 

 

＜実施計画＞ 

① １１月 ４日（日） １４時～ ミーティング 

ＪＲ木ノ本駅改札に１３時４０分集合。 

② １１月４日（日）１４時～ 現地確認、立地・周辺環境把握、関連資料等公開 

③ １１月５日（月）～３０日（金） 参考事例調査・分析、営業実態調査等 

④ １２月１日（土）～３１日（月） 商業集積施設実態、地域資源分析等 

⑤ １月 １日（祭）～１月中旬 報告書作成、調整 

⑥ １月中旬（日） 報告会（予定） 

     ③～⑤の調査日うち、４日参加 

 

（5）参加予定指導員 鐘井 輝、山本善通、松田智之、玉木幸夫、土山嘉雄、 

下村裕彦、西村剛史、中村実 

（6）参加人数  １０名程度（参加希望者が定員を超える場合、先着順になります） 

     

（7）参加費用（事務手続き費用）   

滋賀県支部会員６，０００円（支部会員以外は１８，０００円） 

 

（8）その他 

・調査日 4 日間のほか、ミーティング・現地打合せ・概要把握・報告会（2 日間）を実施、

計６日間として 1 人当たり６ポイント取得 

・診断企業の事前調査資料、関連資料は現地打合せ時（１１月４日）に配布 

2012 年第 3 回 実務従事事業計画（１１月コース） 
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                      企画広報委員会 平成 24 年上期 進捗報告 

委員名：田畑一佳、松村博幸、長澤 敬、野々山寛、大石孝太郎 

 

１．企画広報委員会の開催 

 平成 24 年度の第 1 回目の委員会を開催した。 

  開催日時：平成 24 年 8 月 26 日 10 時 30 分～12 時 

  場所：滋賀県協会事務室 

（１）議事内容 

 １）企画関係 

下記のスタイルを検討する。 

 ○ 実務従事ポイントの取得機会を、さらに増やしてはどうか。 

  ○ 創業希望者の創業計画支援、資金計画支援 

  ○ 他の機関との連携強化 

 

（２）広報関係 

  HP を再構築する。 

コンテンツマネジメントシステムを使えば、簡単に見栄えの良い HP ができる。また、診

断士の情報は乏しい。関係機関から、診断士の実績などを掲載してほしいとの要望がある。 

滋賀県協会の診断士情報を充実させる。→担当者決定 

新しい HP に、金融トピックスを掲載する。新 HP が出来てから。 

 

２．HP 刷新 

  １０月に、新 HP を作成した。CMS システムを導入し、HP 作成ソフトがなくても、ユー

ザーが情報を登録できるシステムとした。 

 新 HP のアドレス  http://shiga-sme.sakura.ne.jp/smeca/mp 

 

 

企画広報委員会報告 
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Ⅰ．知的資産経営研究部会 

部会長：大石孝太郎 

 

１．第 1 回研究部会を開催 

 ８名の参加があった。会員の関心は、高い。 

 次回以降、支援スキルの研修を取り入れたい。 

 2 か月に 1 回程度のペースで開催する。 

 会員が自分で、支援企業を見つけるようにしたい。 

 当日会費の徴収と、講師謝金を発生させたい。 

 

２．内容 

  平成２４年度の第１回ということと、知的資産経営について、経験の少ないメンバーもお

られたので、知的資産経営の基本的な知識と、滋賀県支部の独自の取り組みについて、研

修を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究部会報告 
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氏名：長澤 敬（ながさわ たかし） 

企業名（勤務先）：積水樹脂株式会社 

メールアドレス：nagasan@tc4.so-net.ne.jp（自宅） 

nagasawat@sekisuijushi.co.jp（勤務先） 

 
みなさま、長澤 敬と申します。 

交通安全製品や生活用品等を製造・販売している積水樹脂株式会社

で経理を担当している、いわゆる企業内診断士です。 

現在の勤務地は大阪の淀屋橋ですが、2009 年 4 月診断士登録時は、滋賀で工場経理を担当し

ておりましたので、滋賀県中小企業診断士協会に所属しております。 

 

勤務先で診断士として活動しておりませんので、診断協会の実務従事事業や、各種研究会・勉

強会に積極的に参加して、自己研鑽を積み、みなさまに少しでも有益な提案等ができるように

と考えております。 

 

企業内診断士の方々は、勤務先での専門的経験・知識が豊富だと思います。一方で、私のよう

に、企業内での診断士の活動がなかなかできないと悩んでいる方々も多いと思います。 

滋賀県の診断士協会は、大阪、京都等と比べて小規模ですが、大変良い環境だと思います。 

ぜひ一緒に頑張ってみませんか？ 

 

「趣味・ライフワーク等」 

・子育て 

生後６ヶ月の赤ちゃんに毎日翻弄されております。 

・読書 

古典文学（ドストエフスキー等）、経営学（ドラッカー等）、漫画（ジョジョの奇妙な冒険） 

・音楽 

1960〜70 年代ロックミュージック（ボブ・ディラン等） 

 

 

 

 

会員紹介 
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氏名：三宅 裕之（みやけ ひろゆき） 

住所：滋賀県草津市草津三丁目１０番３８号 

携帯：０９０－２３８２－９１９８ 

勤務先：京都信用金庫 管理部 

得意分野：事業再生、財務改善提案、マーケッティング 

趣味・特技：将棋三段、ボクシングマガジン投稿、グルメ探訪など 

 

はじめまして、８月に入会させていただきました三宅です。諸先輩の皆様よろしくお願いい

たします。 

私は生まれも育ちも草津です。彦根の滋賀大学で学んだ後、ご縁あって今日まで京都信用金

庫に勤めております。約２０年営業店勤務後、本部の管理部で事業再生と不良債権処理、法務

訴訟業務など担当。信金とはまさに中小企業のための金融機関ですが、平成になって２０余年、

経済経営環境は厳しくなるばかりです。日頃、債権者の立場から中小企業に関わっております

が、仕事を通して債務者（中小企業）の立場に立ちたいと考え中小企業診断士の勉強を始めま

した。 

今は寸暇を惜しみ幅広い知識とスキルを貪欲に吸収したいと考えております。特に「強固な

ビジネスモデル」構築には何が必要か？といったテーマに拘り、これからも自己研鑽いたしま

す。今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。 

 

 

氏名：金川 伸之 （かながわ のぶゆき） 

メールアドレス：knob.net-555@hera.eonet.ne.jp 

 
 平成 24 年 9 月に診断士登録いたしました金川伸之と申します。 

現在、電器メーカー系列の教育研修機関に勤務し、研修教材の開発と地

域電器専門店（いわゆる“街の電器屋さん”）を主な相手先とする研修

の講師をしています。 

電器店のご店主や後継者の方々との出会いの中で、より専門的な立場で経営をサポートした

いとの思いが高まり、診断士を志しました。そのため、きわめてニッチな分野ですが、 「“人

づくり”を軸とした電器店の経営支援」をメインテーマに、企業内診断士として活動していき

たいと考えています。 

今後、協会の皆様との交流や協会の活動への参画を通じて、研鑽を積んでいく所存です。ご

指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

新入会員紹介 
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氏名：川口 洋美（かわぐち ひろみ） 

企業名：川口会計事務所 所属 

住所：滋賀県大津市和邇高城 385－4 

電話番号：077－575－2964 

FAX 番号：077－575－2964 

メールアドレス：hiromi@kawaguchi-shiga.com 

事業内容・専門分野：会計業務、滋賀県在住ママの起業・再就職支援  

 

 
川口洋美と申します。大阪支部から移籍して参りました。 

平成 19 年の登録以来、義父の税理士事務所で会計業務に携わっております。これに加え、今年

から滋賀のママを対象に“サロン起業、リビング起業”と呼ばれる小さな起業や、再就職の支

援をおこなう業務を始めようと、現在奮闘しているところです。 

語学が得意な自称・アクティブ派？ 先日は英語のブラッシュアップも兼ねて、オーストラリア

の高校生のホームステイを受け入れました。多忙につきしばらくご無沙汰となってしまったゴ

ルフを再開するのが、ささやかな夢です。 

1 級色彩コーディネーターでもありますので、ホームページや名刺の色でお悩みの先生には、

効果的な色使いのコツをアドバイスさせていただきます！ 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

氏 名：松浦 弘倫（まつうら ひろみち） 

住 所：滋賀県栗東市綣２‐２‐３４‐２１０３ 

電 話：０７７‐５５３‐９８４２ 

ＦＡＸ：同上 

 

はじめまして。平成２４年４月登録の松浦弘倫と申します。福井県出身です。京都府下の大学 

を卒業後、滋賀県に移り住んでいます。 

 現在勤務する企業は東証１部の商社が１００％出資するメーカー子会社で総務人事を担当し

ています。１３０人規模ということで間接部門への配置が少なく、業務範囲が広いのが特徴で

す。結果的には事業計画書の作成や決算業務、人事制度の運用など様々な業務に携わったこと

が診断士試験を受験する契機となりました。独学で時間がかかりましたので合格したのが今で

も不思議なのですが、診断士としましてはこれといった専門性もなくゼロからのスタートです。

関心のある分野はいろいろありますが、企業内診断士の立場では SCM や人的資源管理、個人

の立場では地域経済です。早期に得意分野を確立できるよう引き続き努力していきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
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氏名：川北 日出夫（かわきた ひでお） 

企業名：川北ビジネスコンサルティング 

住所：滋賀県草津市西大路町８－２８－６０１ 

電話番号：０９０－４２８３－９６４３ 

ＦＡＸ番号：０７７－５６５－０１９２ 

メールアドレス：kawakita.hideo@gmail.com 

事業内容・専門分野：経営戦略・マーケティング戦略・新製品開発計画策定支援、 

    創業支援、資金調達・補助金・助成金活用支援、 

コスト低減、在庫管理、品質改善、ビジネスプロセス改善、IT 活用、 

    品質保証システム、目標管理・人事評価システム等しくみ作り、 

    知財・知的資産活用支援、ビジネス法務支援 

 

半導体の開発製造部門を 24 年間経験し、ベンチャー企業 2 社でビジネス開発と経営企画を

担当いたしました。昨年独立し今年 8 月に中小企業診断士の仲間入りをさせていただきました。

モノづくり企業を中心に、経営の悩みや課題の解決、会社のしくみ作り・改善、イノベーショ

ンの実現等をお手伝いしたいと考えています。 

趣味は、柔らかい脳を保つため色々な外国語の勉強（テレビ講座を流すだけ）と右脳を活性

化する音楽（フルート演奏）です。 

将来の抱負は、若い人たちの創業支援、まちづくり、地域の活性化等を通じて滋賀を盛り上

げたいと思っていることです。 

皆さまと交流できるのが楽しみです。ご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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  来る 11 月 7 日に中小企業経営診断シンポジウムが、大阪で開催されます。大阪での開催は

17 年ぶりとなります。企業経営者の方とお誘い合わせのうえ、奮ってご参加ください。 

なお、第 3 分科会では、当協会からも発表を行います。 

・テーマ…日本一を目指して！ 地域資源のゆばを活用した経営革新 

・発表者…八木幸子氏（比叡ゆば本舗代表） 

矢嶋聡氏（大津商工会議所、中小企業診断士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業経営診断シンポジウムのご案内 
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 当協会会員は、経営革新セミナー、創業塾などのセミナー、講演会、研究調査等の企

画、実施まで責任を持って実行します。また、商店街などの中小の集積から個別企業ま

で、多くの業種の経営計画の支援や実務支援等を現場で行っています。企業内研修、団

体研修、専門家の派遣等でも、多くの実績があります。 

 

当協会会員には、中小企業診断士だけでなく、税理士、司法書士、行政書士、社会保

険労務士、ISO9000,14000 等審査員、情報システム、不動産鑑定士、など他の資格者

も擁する人材の宝庫でもあります。 

 

専門家とのマッチング、費用のご相談など、無料窓口相談で行っていますので、経営

に関することなら、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業診断士とは、経営コンサルタントでは唯一の経済産業大臣登

録の国家資格であり、中小企業の経営診断、助言を行う専門家です。現

状分析に基づく成長戦略のアドバイスが主な業務です。 

中小企業支援機関、各種団体、企業、行政の皆様へ 
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当協会では、平日の午後 1 時より午後 5 時まで、協会会員による無料経営相談を実施

しています。相談日と相談担当者は、当協会ホームページで公開しております。担当者

は、すべて中小企業診断士であり、安心してご相談いただけます。経営者を始め、営業

担当者や創業を考えている方、連携を求めておられる方など、多くの方に利用いただい

ています。専門家をお探しの場合は、電話やメールであらかじめご予約していただくこ

とも可能です。詳しくは、当協会ホームページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■発行者：滋賀県中小企業診断士協会 
 
■住所：〒５２０－０８０６ 
 滋賀県大津市打出浜２－１ 
         コラボしが２１ ４階 
 TEL   ０７７－５１１－１３７０ 
 FAX   ０７７－５１１－１３７１ 
 E-MAIL jsmeca25@jade.dti.ne.jp 
 URL  http://www.shiga-smeca.net/ 
       （ＨＰを更新しました） 
 
■交通：○京阪電車・石場駅より徒歩３分 
 ○大津駅からバス「びわ湖ホール」 
  又は「商工会議所前」下車徒歩２分 

（作成編集：広報委員会 田畑一佳）

事務局から、ひと言

無料経営相談にご協力いただいている先生方には、いつもありがとうございます。

また、今後ご協力していただける方がいらっしゃいましたら、事務局までご連絡下

さい。 

よろしくお願いいたします。 

 

事務局 小山敦美 

無料経営相談窓口


